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『産後ケア事業』※補助率：国１／２

『産前・産後サポート事業』※補助率：国１／２

　【１ 事業目的，２ 実施主体（略）】

【中略】

　【５，６(略）】

　【後略】

資料④ 厚労省の新設メニュー【４(２)と(３)】

（「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」令和2年6月17日通知より）

資料⑤ 産後ケア事業の法制化について（厚労省資料より抜粋）

オムツやミ

ルク代の援

助ができる

のではない

か。

岡山市のシ

ルバー派遣

事業は、産

後５か月ま

でが対象。

岡
山
市
は
産
後
4

か
月
ま
で
。

③居宅訪問型（アウトリーチ）

も実施できるのではないか、具

体化できないか。

（助産師、保健師、看護師によ

る育児援助）

①短期入所型（宿泊型）

「利用期間は原則として7日間以内とする。

ただし、市町村が必要と認めた場合には、

その期間を延長することができる。」厚労

省通知より

⇒利用日数の延長は可能ではないか。

（略）

来所は不要としているのではないか。

これこそ、広域連携でき

るのではないか。


